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ＫＤＤＩへの追加質問への回答 

２００７年６月１４日 

ＫＤＤＩ株式会社 

追加質問事項 ＫＤＤＩ回答 

（１） フルIP化への直前の時期になっても、高コスト地

域での IP 網への移行が進まないため、PSTN を

残さざるを得ない場合を前提に考えてください。 

この場合、いつまで経ってもIP網とPSTNが並存

する状態が続くため、IP網とPSTNの両方を維持

するのに莫大なコストがかかることになります。 

仮に、高コスト地域での IP 網への移行を推進す

る方が低廉なコストですむのであるならば、IP 網

への移行費用を何らかの形で推進する枠組み

は必要とお考えになりませんか。 

・ＰＳＴＮからＩＰ網への移行過程では、メタルと光ファ

イバ網が並存することが考えられますが、いつまで並

存状態を維持するのか、あるいはどの時点でＰＳＴＮ

を廃止／フルＩＰ化するのか等の計画について、オー

プンかつ丁寧な議論を行うことが重要です。 

・その際には、具体的な移行方法、スケジュールに加

え、ご指摘の費用面での移行推進の枠組みの是非

や移行後のＩＰ網の在り方等を含め、総合的な観点

から検討を行うことが必要と考えますが、ＩＰ網への移

行費用については、自社の設備更改費用として、他

事業者ではなくＮＴＴ東・西殿自らが負担することが

原則であると考えます。 

（２） IP 化の進展に伴って、光ファイバや無線ブロード

バンド等アクセス手段が多様化し、一つのアクセ

ス手段を通じて音声・データ・映像といった多様

なサービスが展開されることが期待されます。 

この場合、サービスとアクセス網を分離して、国

民生活に不可欠な最低限のアクセス手段を確保

する「ユニバーサルアクセス」といった考え方もあ

り得ると思います。 

この「ユニバーサルアクセス」の概念を導入する

ことについて、どう考えられますか。 

・「ユニバーサルアクセス」の定義については十分な

議論を行うことが必要ですが、通信手段の多様化と

いう環境変化を踏まえ、メタル回線をベースとしたＰＳ

ＴＮという手段のみで「音声通話」を支えるという従来

の枠組みから、多様なアクセス手段で「国民生活に

不可欠」なサービスを支える枠組みへ変更することが

必要と考えます。 

・その際には、複数のアクセス手段のうちから、いず

れか一つを経済合理性の観点から選択することが適

当と考えます。また、ユニバーサルサービス制度の対

象は、コスト最小化の観点から、「国民生活に不可

欠」なサービスのみとすべきと考えます。 

 また、「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することについて賛成される場合、以下について質問しま

す。 

 ① 現在、PSTN から IP 網へ移行が進んでい

ますが、「ユニバーサルアクセス」を実際に

制度化するのは、どの時点が適当とお考

えですか。 

・ユニバーサルサービスの将来像は、ＰＳＴＮの在り

方と密接に関係します。ＰＳＴＮからＩＰ網への具体的

な移行計画について、オープンかつ丁寧な議論を行

い、明確化することが必要と考えます。 
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追加質問事項 ＫＤＤＩ回答 

 ② 各社のプレゼン資料を拝見すると、仮に

「ユニバーサルアクセス」を制度化して

も、当面は音声サービスを前提に考える

べきとの意見が多いようです。仮に音声

サービスに限定したとすると、一つのアク

セス手段で多様なサービスが提供される

ため、当該アクセス手段を音声サービス

相当分に限定してコスティングする必要

がありますが、このコスティングの方法に

ついて、どうお考えですか。 

・当社は、ユニバーサルサービス制度の対象

は、当面、「音声通話」に必要な機能に限定すべ

きと考えます。 

・当該コスティングにあたっては、具体的には

個々のアクセス手段、提供形態／対象地域等に

よって個別に詳細な検討を行うことが必要です

が、例えば必要帯域やトラヒック量によってコスト

配賦する方法等が考えられます。 

 ③ 現在はユニバーサルサービスの対象が

音声サービスに限定されているため、受

益者である電話会社が負担金を拠出し

ております。しかしながら、「ユニバーサ

ルアクセス」を制度化することにより、一

つのアクセス網を通じて実現されるサー

ビスが音声サービスに限定されないた

め、受益者である負担事業者の範囲を

変わることになると思います。この場合

の受益者（負担事業者）の範囲について

は、どうお考えですか。 

・ユニバーサルサービスの将来像を検討するに

際しては、費用負担の在り方についても、現行

制度にとらわれることなく、あらためて整理を行う

ことが適当と考えます。 

・なお、どのようなアクセス手段でユニバーサル

サービスを確保するとしても、国民に最低限度の

生活を保障するという考え方に基づき、「国民生

活に不可欠」なサービスをいかに安定的に維持

するかという基本的な視点は変わるものではな

いと考えます。 

（３） 【資料 4-1 P5,6】 

多様なアクセス手段で「音声通話」を確保することについて、以下のとおり質問します。 

 ① 「IP 電話や携帯電話等の複数の手段の

うちから」と複数の選択肢を考慮するとす

る場合、その技術選択に当たっての基本

的考え方、選定の基準はいかなるものと

なりますか。例えば０－ABJ 品質の確

保、緊急通報の確保等が基準となりえま

すか。 

・技術的に通話をどのような品質で確保するべき

か等については、経済合理性の観点を含めて十

分に検討することが必要ですが、少なくとも緊急

通報の確保は必須と考えます。 

・なお、緊急通報の確保が可能であれば、固定

電話と同じ品質の確保は必須ではないと考えま

す。 
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追加質問事項 ＫＤＤＩ回答 

 ② 「経済合理性の観点から選択」とは、具体的にどういうことですか。 

  ⅰ 経済合理性により一つのアクセス

手段を選択するための基準をどう

設定されますか。単純なコスト比較

だけで十分なのでしょうか。基準を

設定する際には、異なる技術間の

各特性・品質等の差を考慮するの

でしょうか（Mobility の有無、一定の

品質を超えた上での品質の差異、

世帯単位と個人単位の契約の差

異）。 

・アクセス手段を選択する基準について、当社

は、ユニバーサルサービス制度の趣旨に基づけ

ば、異なる技術間の各特性・品質等の差を考慮

することが必要になるものと考えますが、最終的

には経済合理性を軸とした検討を行うべきと考え

ます。具体的には、地域ごとの特性等を考慮す

る必要があるため、全国で一律に設定することは

困難であり、事例ごとに詳細かつ丁寧な検討を

行うことが必要と考えます。 

  ⅱ 高コスト地域において、経済合理

性により一つのアクセス手段が選

択され、当該アクセス手段が携帯

電話等ＮＴＴ東西以外のネットワー

クである場合、既にサービスを提供

しているＮＴＴ東西は当該高コスト

地域から撤退することを認めるべ

きとお考えですか。また、ＮＴＴ東西

以外の事業者のアクセス回線が選

択される場合に、最終的なサービ

ス提供者を確保することが必要と

お考えですか。 

・仮に、ユニバーサルサービスとして、ＮＴＴ東・

西以外のアクセス手段が選択された場合であっ

ても、いかに最終的なサービス提供者を確保す

るかについては、十分な検討を行うことが必要と

考えます。当該議論を踏まえて、ＮＴＴ東・西の

提供義務の取扱いについても慎重に検討を行う

ことが必要と考えます。 

 

  ⅲ ＮＴＴ東西が高コスト地域から撤退

する場合に、ＮＴＴ東西と契約して

いる利用者は、ＮＴＴ東西と契約を

解除せざるを得ず、望まない場合

であっても携帯電話事業者等他の

適格電気通信事業者と契約をしな

ければならないが、利用者サイドか

らの要望を踏まえる必要について

はどのようにお考えですか。それを

防止するための手段は何かありま

すか。 

・ユニバーサルサービスの確保にあたっては、お

客様のご要望を踏まえることが重要であると考え

ます。しかしながら、国民全体の利益に結びつく

ことが明らかである場合等については、ご質問の

ようなお客様に対しても、個別に事情を説明し、

ご納得いただく努力を行うことが必要と考えま

す。 

・なお、ユニバーサルサービス制度によってＮＴ

Ｔ東・西以外のアクセス手段を選択する場合で

あっても、高コスト地域から撤退するかどうかは、

ＮＴＴ東・西の事業判断であり、同制度によって

撤退を義務づけられるものではないと考えます。
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追加質問事項 ＫＤＤＩ回答 

 ③ 「選択」する場合の業務区域は、具体的にど

のような範囲をイメージしていますか。 

・現行の制度では都道府県単位ですが、

これとの比較においてどうお考えですか。

また、こうした業務区域を決める際の判断

基準･考え方をどうするべきとお考えです

か。既存の NTT 東西のネットワーク構造

（MA の範囲等）に依拠するべきか、他事

業者の参入実績・今後の参入可能性等に

依拠するべきか、それとも、それとは

ニュートラルな行政区域ごとの区域が望

ましいと考えられますか。 

・業務区域については、ご質問のとおりＭＡ

単位とすることも考えられますが、選択された

アクセス手段によって、判断基準が変わるこ

とが想定されます。アクセス手段の特性や、

他事業者の参入可能性等から、総合的に判

断することが必要になると考えます。 

 

 ④ 料金の affordability をどのように考えます

か。 

・異なるアクセス回線により音声通話サー

ビスが提供される場合に、「利用可能な料

金」の観点から、これらのサービス間で生

じる料金差をどのようにお考えですか。 

・サービス間の料金差を含むお客様提供料

金の問題を考えるにあたっては、料金水準の

みならず、利便性、維持コスト等の検討要素

を加味して、affordability を総合的に判断す

ることが必要になると考えます。 

（４） 【資料 4-1 P9】 

将来のユニバーサルサービス制度を検討するにあたり、「事業者の選定にあたっては、ＮＴＴ東・西

のアクセス部門分離により、アクセス部門に音声通話機能の確保を担わせる方法（※）も考えられ

る。 

（※）例えば、入札や指名等により、携帯電話や衛星等のアクセス手段の中から、最も経済合理性

のある一つの手段を分離後のアクセス部門が競争中立的に調達」と提案されていますが、これにつ

いて、以下のとおり質問します。 

 ① 「アクセス部門分離」とあるが、これは具体的

にどういう意味ですか。 

 ② アクセス部門を分離した場合の適格事業者

は、NTT 東西の分離後のサービス提供部門

を除くアクセス部門のみを想定していますか

（NTT 東西の分離後のアクセス部門以外の

事業者を適格事業者として想定していない

のですか）。 

・例えば、英国のＢＴのように卸売部門のアク

セス関連機能を切り出す方法や、機能分離

と合わせて資本分離を行う方法等が考えら

れます。分離後のアクセス部門にユニバーサ

ルサービス提供義務を課すことも、アクセス

部門以外の事業者を適格事業者とすることも

想定可能であり、十分な検討を行うことが必

要です。 

・ユニバーサルサービスの将来像について

は、アクセス部門分離等と合わせて総合的な

見地から検討を行うことが必要と考えます。 
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ウィルコムへの追加質問 

 

(1) フル IP 化への直前の時期になっても、高コスト地域での IP 網への移行が進まな

いため、PSTN を残さざるを得ない場合を前提に考えてください。 

この場合、いつまで経っても IP 網と PSTN が並存する状態が続くため、IP 網と

PSTN の両方を維持するのに莫大なコストがかかることになります。 

仮に、高コスト地域での IP 網への移行を推進する方が低廉なコストですむので

あるならば、IP 網への移行費用を何らかの形で推進する枠組みは必要とお考えに

なりませんか。 

 

Ａ ： 弊社のプレゼンでも申しましたが、IP 網と PSTN 網を並存させることよりも、

PSTN 網を IP 網へ移行させる方が費用として安くなるのであれば、移行を促進させ

るべきであり、そのために何らかの枠組みが必要であるならば、その枠組みを構築

することに賛同いたします。 

 

(2)  IP 化の進展に伴って、光ファイバや無線ブロードバンド等アクセス手段が多様

化し、一つのアクセス手段を通じて音声・データ・映像といった多様なサービスが展

開されることが期待されます。 

この場合、サービスとアクセス網を分離して、国民生活に不可欠な最低限のア

クセス手段を確保する「ユニバーサルアクセス」といった考え方もあり得ると思い

ます。 

この「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することについて、どう考えられま

すか。 

 

また、「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することにについて賛成される場

合、以下について質問します。 

① 現在、PSTN から IP 網へ移行が進んでいますが、「ユニバーサルアクセス」

を実際に制度化するのは、どの時点が適当とお考えですか。 

 

Ａ ： ユニバーサルアクセスの導入に関しましては、検討の結果、導入することにメリ

ットがあると判明した時点より、なるべく早く準備を進めていくのがよいと考えます。 

 

② 各社のプレゼン資料を拝見すると、仮に「ユニバーサルアクセス」を制度化

しても、当面は音声サービスを前提に考えるべきとの意見が多いようです。

仮に音声サービスに限定したとすると、一つのアクセス手段で多様なサービ

スが提供されるため、当該アクセス手段を音声サービス相当分に限定してコ
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スティングする必要がありますが、このコスティングの方法について、どうお

考えですか。 

 

Ａ ： コスティングについては、当然、ユニバーサルアクセス部分に限定すべきであ

ると考えます。 

 

③ 現在はユニバーサルサービスの対象が音声サービスに限定されているた

め、受益者である電話会社が負担金を拠出しております。しかしながら、「ユ

ニバーサルアクセス」を制度化することにより、一つのアクセス網を通じて実

現されるサービスが音声サービスに限定されないため、受益者である負担

事業者の範囲を変わることになると思います。この場合の受益者（負担事業

者）の範囲については、どうお考えですか。  

  

Ａ ： 受益者負担の基本的考え方は、踏襲すべきと考えます。また、範囲、考え方等

については、十分に議論すべきものと考えており、数年単位で変更すべきではない

と考えており、そのためには、長期的なスタンスで議論すべきものと考えます。       

 

(3)【資料4-2 P2】 

ウィルコムのプレゼン資料2頁のＳＴＥＰ１とＳＴＥＰ２について、質問します。 

 ① ＳＴＥＰ１とＳＴＥＰ２のアクセス回線における無線回線とは、具体的に何を想定し

ていますか。ＰＨＳや携帯電話もアクセス手段になりうるのでしょうか。 

 

Ａ ： STEP1 においては、当然、アクセスという観点からは、ＰＨＳも携帯電話も手段

に成りえるものと考えます。なお、STEP2 については、ユニバーサルサービスをどの

レベルに設定するのか、そのサービスを提供するための条件であるユニバーサル

アクセスをどのように決めるかによります。 

 

② ＳＴＥＰ２における音声通話＋緊急通報のほか対象となる「α」とは、いかなるサ

ービスを想定していますか。 

  

Ａ ： これから議論すべきものと考えていますが、STEP2 においては、ブロードバンド

が普及し、ユビキタス社会が実現しており、その際、電子政府、自治体等ブロードバ

ンドによる生活に不可欠なさービスの範囲が広がるものと考えています。 

 

(4)【資料 4-3 P3】 

 「アクセス設備としてＰＨＳを活用した例」は具体的にはＮＴＴ東西のＭＡごとぐらいの
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範囲でアクセス設備として利用することが可能でしょうか。その場合、固定系と比べ

てどの程度の費用削減効果が期待できるのでしょうか。 

 

Ａ ： 実際の例があればいいのですが、現時点で、例がないためわかりません。ただ、

言えることは、国内においても、すでにNTTにおいてPHSを活用した例もあり、費用

削減効果は望めるものと考えております。 

 

(5)【資料 4-3 P5】   

適格事業者の範囲、業務区域、区域ごとの適格事業者の数について、プレゼン

をしていただきましたが、これについて、以下の点を確認させてください。  

① 高コスト地域において、一つのアクセス手段が選択され、当該アクセス手段が

ＮＴＴ東西以外のネットワークである場合、既にサービスを提供しているＮＴＴ東西

は当該高コスト地域から撤退することを認めるべきとお考えでしょうか。また、ＮＴ

Ｔ東西以外の事業者のアクセス回線が選択される場合に、最終的なユニバーサ

ルサービス提供者を確保することが必要と考えませんか。 

 

Ａ ： 弊社のプレゼンでも申したとおり、適格事業者は、一つの地域につき、一つの

事業者に制限すべきであると考えます。また、適格事業者がいない場合は、ＮＴＴ東

西が適格事業者になるべきであると考えます。 

 

② ＮＴＴ東西が高コスト地域から撤退する場合に、ＮＴＴ東西と契約している利用者

は、ＮＴＴ東西と契約を解除せざるを得ず、望まない場合であっても携帯電話事

業者等他の適格電気通信事業者と契約をしなければならないが、利用者サイド

からの要望を踏まえる必要についてはどのようにお考えか。それを防止するため

の手段は何かありますか。 

 

Ａ： 適格事業者からＮＴＴ東西が外れることと、高コスト地域からＮＴＴ東西が撤退す

ることは別問題と考えます。なお、ユーザ保護対策については、サービス提供事業

者が責任を持って、自社のユーザに対応するよう努めるべきであると考えます。 

 

③ 適格事業者の業務区域は、現行制度では都道府県単位であるが、これとの比

較において、今後どうあるべきとお考えですか。また、こうした業務区域を決める

際の判断基準･考え方をどうするべきとお考えでしょうか。既存の NTT 東西のネ

ットワーク構造（MA の範囲等）に依拠するべきか、他事業者の参入実績・今後の

参入可能性等に依拠するべきか、それとも、それとはニュートラルな行政区域ご

との区域が望ましいとお考えでしょうか。 
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Ａ ： 現時点においては、都道府県単位よりも細かい単位にすべきであると考えてお

りますが、具体的な案はございません。 
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フュージョンへの追加質問(回答) 

 

(1) フル IP 化への直前の時期になっても、高コスト地域での IP 網への移行が進まな

いため、PSTN を残さざるを得ない場合を前提に考えてください。 

この場合、いつまで経っても IP 網と PSTN が並存する状態が続くため、IP 網と

PSTN の両方を維持するのに莫大なコストがかかることになります。 

仮に、高コスト地域での IP 網への移行を推進する方が低廉なコストですむので

あるならば、IP 網への移行費用を何らかの形で推進する枠組みは必要とお考えに

なりませんか。 

高コスト地域での IP 網への移行を推進するほうが、低廉な維持コストで済むのであるなら

ば、IP 網への移行費用を推進する枠組みは必要と考えます。 

 

(2)  IP 化の進展に伴って、光ファイバや無線ブロードバンド等アクセス手段が多様

化し、一つのアクセス手段を通じて音声・データ・映像といった多様なサービスが展

開されることが期待されます。 

この場合、サービスとアクセス網を分離して、国民生活に不可欠な最低限のア

クセス手段を確保する「ユニバーサルアクセス」といった考え方もあり得ると思い

ます。 

この「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することについて、どう考えられま

すか。 

「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することについて賛成しますが、それにより提供

されるユニバーサルサービスの中身についても議論が重要と考えます。 

また、「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することにについて賛成される場

合、以下について質問します。 

① 現在、PSTN から IP 網へ移行が進んでいますが、「ユニバーサルアクセス」

を実際に制度化するのは、どの時点が適当とお考えですか。 

実際に制度化する時期は、フェーズ２（2010 年度以降）が適当であると考えます。 

 

② 各社のプレゼン資料を拝見すると、仮に「ユニバーサルアクセス」を制度化

しても、当面は音声サービスを前提に考えるべきとの意見が多いようです。

仮に音声サービスに限定したとすると、一つのアクセス手段で多様なサービ

スが提供されるため、当該アクセス手段を音声サービス相当分に限定してコ

スティングする必要がありますが、このコスティングの方法について、どうお

考えですか。 

アクセス手段ごとに音声サービス相当分をトラヒック按分等で算出しコスティングする方

法等が適当だと考えますが、他にも様々な方法あると思われますので、今後とも十分な議
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論が必要です。 

 

③ 現在はユニバーサルサービスの対象が音声サービスに限定されているた

め、受益者である電話会社が負担金を拠出しております。しかしながら、「ユ

ニバーサルアクセス」を制度化することにより、一つのアクセス網を通じて実

現されるサービスが音声サービスに限定されないため、受益者である負担事

業者の範囲を変わることになると思います。この場合の受益者（負担事業

者）の範囲については、どうお考えですか。            

そのアクセス回線を利用するユーザーが接続可能である電気通信サービス（音声サービス

以外のブロードバンドサービス・映像サービス等々を含む）を提供する事業者まで拡大す

べきと考えます。 

 

(3)  【資料 4-2 P4】 

  ①  高コスト地域において、補てん対象額が最少となるアクセス方式を選択する

場合において、当該アクセス手段が携帯電話等ＮＴＴ東西以外のネットワーク

である場合、既にサービスを提供しているＮＴＴ東西は当該高コスト地域から

撤退することを認めるべきとお考えですか。また、ＮＴＴ東西以外の事業者の

アクセス回線が選択される場合に、最終的なサービス提供者を確保すること

が必要とお考えですか。 

NTT 東西の経営判断として NTT 東西の撤退を認めてもよいと考えますが、その場合は、

NTT 東西以外の事業者が他事業者との相互接続を含めて、最終的なサービス提供事業者が

確保されることが条件です。 

 

 ② ＮＴＴ東西が高コスト地域から撤退する場合に、ＮＴＴ東西と契約している利用

者は、ＮＴＴ東西と契約を解除せざるを得ず、望まない場合であっても携帯電

話事業者等他の適格電気通信事業者と契約をしなければならないが、利用者

サイドからの要望を踏まえる必要についてはどのようにお考えですか。それを

防止するための手段は何かありますか。 

利用者からは、サービス内容が変わらないこと、料金値上げにならないこと等の要望が想

定されます。当該地区での NTT 東西の電話サービスが補填対象外となれば、ユーザー料金

を値上げする状況になると想定します。この場合、NTT 東西以外の適格通信事業者が補填

を受けることにより、従来と変わらないサービス内容と変わらない料金で提供できるよう

検討することが必要と考えます。 

  

(4) 【資料 4-2 P8】 

・ 不採算地域における IP 網構築の主たる担い手を自治体と仮定するなら、この場合
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の業務区域の範囲を現行の県域単位から市町村単位に見直すことが適当とお考

えですか？ 

ＩＰ網構築の主体を自治体と仮定した場合、原則市町村単位になると思われます。 
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ＱＴＮｅｔへの追加質問 

 

(1) フル IP 化への直前の時期になっても、高コスト地域での IP 網への移行が進まないため、

PSTN を残さざるを得ない場合を前提に考えてください。 

この場合、いつまで経っても IP 網と PSTN が並存する状態が続くため、IP 網と PSTN の

両方を維持するのに莫大なコストがかかることになります。 

仮に、高コスト地域での IP 網への移行を推進する方が低廉なコストですむのであるなら

ば、IP 網への移行費用を何らかの形で推進する枠組みは必要とお考えになりませんか。 

 

 【ＱＴＮet 回答】 

不採算地域のフルＩＰ化への移行は、自治体が行うのか、ＮＴＴ殿が実施されるのか、

又は他の通信事業者が行うのか等、地域によって異なることが考えられるが、不採算

地域への移行費用については、国の支援策等で補填する枠組みが必要ではないかと考

えます。 

 

(2)  IP 化の進展に伴って、光ファイバや無線ブロードバンド等アクセス手段が多様化し、一

つのアクセス手段を通じて音声・データ・映像といった多様なサービスが展開されることが

期待されます。 

この場合、サービスとアクセス網を分離して、国民生活に不可欠な最低限のアクセス手

段を確保する「ユニバーサルアクセス」といった考え方もあり得ると思います。 

この「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することについて、どう考えられますか。 

  

 【QTNet 回答】 

現行のユニバーサルサービスである固定電話の場合は、インフラ（アクセス網）とサ

ービスが一体であったが、ブロードバンドサービスの場合、ひとつのアクセス網に複

数のサービスが重畳されるので、インフラ部分（ブロードバンドアクセス）とサービ

スを分離して考える「ユニバーサルサクセスの概念」は、妥当と考えます。 

 

また、「ユニバーサルアクセス」の概念を導入することにについて賛成される場合、以下

について質問します。 

① 現在、PSTN から IP 網へ移行が進んでいますが、「ユニバーサルアクセス」を実際

に制度化するのは、どの時点が適当とお考えですか。 

 

 【QTNet 回答】 

「ユニバーサルアクセス」の概念を導入すること、つまりフルＩＰ化を推進するた

めに、まずは移行目標時期を設定してフルＩＰ化に向けたプロセス、具体的課題を

明確にし、その実現に向けた方策を議論していくことが必要であると考えます。 

 （例えば、ブロードバンドゼロ地域解消が進展する 2010 年を基点に 5年後の 2015 年

を目標とすることが考えられます。） 
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② 各社のプレゼン資料を拝見すると、仮に「ユニバーサルアクセス」を制度化しても、

当面は音声サービスを前提に考えるべきとの意見が多いようです。仮に音声サービ

スに限定したとすると、一つのアクセス手段で多様なサービスが提供されるため、当

該アクセス手段を音声サービス相当分に限定してコスティングする必要があります

が、このコスティングの方法について、どうお考えですか。 

 

 【QTNet 回答】 

ユニバーサルアクセスに複数のサービスが重畳された場合でＩＰ電話（0AB-J）をユ

ニバーサルサービスとした場合、ユニバーサルアクセスの維持費については、サー

ビス単位での配分比率（帯域按分など）を算定して、ＩＰ電話の比率分を補填する

ことが考えられます。 

 

 

 

③ 現在はユニバーサルサービスの対象が音声サービスに限定されているため、受

益者である電話会社が負担金を拠出しております。しかしながら、「ユニバーサルア

クセス」を制度化することにより、一つのアクセス網を通じて実現されるサービスが

音声サービスに限定されないため、受益者である負担事業者の範囲を変わること

になると思います。この場合の受益者（負担事業者）の範囲については、どうお考え

ですか。                      

   

【QTNet 回答】 

ユニバーサルアクセスの維持費については、ユニバーサルアクセスを通じて実現さ

れる複数のサービスについて、サービスごとの受益者（事業者、利用者）が負担す

る必要があると考えます。 

 

 

 

(3) 【資料 4-4 P6】 

現在提供中の 0ABJ－IP 電話は、停電時に通話ができなくなるが、こうした点を踏まえ

て、現行の 0ABJ－IP 電話の品質等は十分とお考えですか。 

 

 【QTNet 回答】 

0ABJ－IP 電話の停電対策については、停電時に端末機器等に給電するための「無停

電電源装置」を利用したバックアップの方策など、今後検討していく必要があると

考えます。 
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 (4) 【資料 4-4 P7】 

① コンテンツをユニバーサルサービスの対象として考えるとは、具体的にどういう意味で

すか。コンテンツアクセスのための通信サービスをユニバーサルサービスと位置づける

との意味ですか。 

② このような新しいコンテンツをユニバーサルサービスと考える場合、受益者である負担

金の拠出主体の範囲について、どうように考えられますか。 

 
 

【QTNet 回答】 

ｏここでは、一般的にいう広い意味でのコンテンツをユニバーサルサービスの対象

と考えるのではなく、地域に密着し、国民生活に不可欠なサービスとなり得るも

のに限定して、ユニバーサルサービスの対象と考えています。 
 

ｏ例えば、今後高齢化社会が進展してくると、予防医療の観点から高齢者の健康・

福祉を目的としたサービスが出現し、こうしたブロードバンドを活用した遠隔医

療などの新しいコンテンツがユニバーサルサービス的な役割として期待されます。 
 

ｏこの場合、サービスの受益者としては、福祉サービスを提供する自治体、医療サ

ービスを提供する医療機関、これらのサービスを受ける利用者などが考えられま

す。 

 

 

 

(5) 【資料 4-4 P9】 

① 自治体がアクセス網を整備し、ＮＴＴ東西以外の事業者がサービスを提供する場合に

おいて、既にサービスを提供しているＮＴＴ東西は当該高コスト地域から撤退することを

認めるべきとお考えですか。このように、ＮＴＴ東西以外の事業者のアクセス回線が選択

される場合に、最終的なサービス提供者を確保することが必要とお考えか。 

 

【QTNet 回答】 

ｏ自治体がアクセス網を整備し、NTT 東西以外の事業者がサービスを提供する場合

においては、当該地域においては、NTT 東西も含めて複数の適格電気通信事業者

が存在することになるので、当該地域については、NTT 東西を適格電気通信事業

者から外すこと（つまり NTT の撤退を認めること）が考えられます。 

 

 ｏまた、NTT 東西に変わってサービスを提供する適格電気通信事業者は、最終的

なサービス提供者として指定して確保する必要があります。 
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② ＮＴＴ東西が高コスト地域から撤退する場合に、ＮＴＴ東西と契約している利用者は、Ｎ

ＴＴ東西と契約を解除せざるを得ず、望まない場合であっても他の適格電気通信事業者

と契約をしなければならないが、利用者サイドからの要望を踏まえる必要についてはど

のようにお考えですか。それを防止するための手段は何かありますか。 

 

 【QTNet 回答】 

ＮＴＴ東西が固定電話サービスを撤退する場合は、利用者にご理解いただけるよ

う十分な期間を設け説明を行う事が必要と考えます。 

 

 

 

③ 不採算地域における IP 網構築の主たる担い手を自治体と仮定するなら、この場合の

業務区域の範囲を現行の県域単位から市町村単位に見直すことが適当とお考えでしょ

うか。 
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【QTNet 回答】 

不採算地域における IP 網構築の主たる担い手を自治体と仮定した場合、業務区域

の範囲は、自治体の行政区域（市町村単位）となることから、業務区域の範囲を現

行の県単位から市町村単位に見直すことが適当と考えます。 

 

 

 




